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■
な
が
ぬ
ま
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
公
園
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
原
案
可
決
）

　

な
が
ぬ
ま
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
公
園
の
再
編

整
備
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

■
マ
オ
イ
オ
ー
ト
ラ
ン
ド
条
例
制
定
に
つ

い
て
（
原
案
可
決
）

　

豊
か
な
自
然
環
境
を
活
用
し
た
野
外
で

の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
を
提
供
す
る

こ
と
で
、
地
域
の
振
興
と
観
光
の
推
進
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
マ
オ
イ
オ
ー

ト
ラ
ン
ド
」
を
設
置
す
る
こ
と
に
関
し
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
本
条
例
を

制
定
す
る
も
の
で
す
。

■
長
沼
町
議
会
議
員
及
び
長
沼
町
長
の
選

第 ４ 回 定 例 会第 ４ 回 定 例 会
　　12月10日から12日に開催され12月10日から12日に開催され

た令和７年第４回町議会定例会た令和７年第４回町議会定例会

で次の案件が審議されました。で次の案件が審議されました。

挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て
（
原
案
可
決
）

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
の
施
行
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

■
長
沼
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特

定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
に
つ
い
て
（
原
案
可
決
）

　
令
和
７
年
９
月
10
日
付
け
で
公
布
さ
れ

た
「
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

内
閣
府
令
の
整
備
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
」（
内
閣
府
令
第
80
号
）
に
準
拠
し
、
本

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

■
長
沼
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
原
案
可
決
）

　
令
和
７
年
９
月
10
日
付
け
で
公
布
さ
れ

た
「
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

内
閣
府
令
の
整
備
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
」（
内
閣
府
令
第
80
号
）
及
び
、
令
和
７

年
９
月
16
日
付
け
で
公
布
さ
れ
た
「
児
童

福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
」（
内

閣
府
令
第
82
号
）
に
準
拠
し
、
本
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

■
長
沼
町
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

制
定
に
つ
い
て
（
原
案
可
決
）

　
令
和
６
年
６
月
に
公
布
さ
れ
た
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
に
よ
り
、
生
後
６
か
月
か
ら
満
３

歳
未
満
で
保
育
所
な
ど
に
通
っ
て
い
な
い

子
ど
も
を
育
て
て
い
る
家
庭
が
、
月
一
定

時
間
ま
で
の
利
用
可
能
枠
の
中
で
、
就
労

要
件
を
問
わ
ず
時
間
単
位
等
で
柔
軟
に
利

用
で
き
る
新
た
な
通
園
給
付
制
度
と
し
て

「
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
（
こ
ど
も
誰
で
も

通
園
制
度
）」
が
創
設
さ
れ
、
本
町
に
お
い

て
も
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
事
業
を
実

施
す
る
に
あ
た
り
、
本
条
例
を
制
定
す
る

も
の
で
す
。

■
長
沼
町
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い
て
（
原
案
可
決
）

　

令
和
７
年
９
月
10
日
付
け
で
公
布
さ
れ

た
「
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
こ
ど
も
家
庭
庁
関
係

内
閣
府
令
の
整
備
等
に
関
す
る
内
閣
府

令
」（
内
閣
府
令
第
80
号
）
に
準
拠
し
、
本

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

■
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス
な
が
ぬ
ま
温
泉
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
原
案
可
決
）

　
な
が
ぬ
ま
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
公
園
の
再
編

整
備
に
伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

■
令
和
７
年
度
長
沼
町
一
般
会
計
補
正
予
算

〔
第
４
号
〕（
原
案
可
決
）

　
ふ
る
さ
と
長
沼
応
援
寄
附
報
奨
贈
呈
事

業
費
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
給
付
事
業

費
、
ス
マ
ー
ト
農
業
・
農
業
支
援
サ
ー
ビ

ス
事
業
導
入
サ
ポ
ー
ト
事
業
費
な
ど
に
よ

る
補
正
で
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
３
億
５
１
７
３
万
７
千

円
を
増
額
し
、
予
算
の
総
額
を
１
２
４
億

４
４
１
０
万
３
千
円
に
す
る
も
の
で
す
。

■
令
和
７
年
度
長
沼
町
国
民
健
康
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
〔
第
１
号
〕（
原
案
可
決
）

　

令
和
８
年
度
に
創
設
さ
れ
る
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
金
制
度
」
の
円
滑
な
施
行
に

向
け
た
シ
ス
テ
ム
改
修
に
伴
う
国
民
健
康

保
険
料
賦
課
徴
収
に
必
要
な
経
費
な
ど
に

よ
る
補
正
で
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
１
３
４
万
６
千
円
を

増
額
し
、
予
算
の
総
額
を
14
億
６
８
９
６

万
２
千
円
に
す
る
も
の
で
す
。

■
令
和
７
年
度
長
沼
町
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
〔
第
１
号
〕（
原

案
可
決
）

　

令
和
８
年
度
に
創
設
さ
れ
る
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
金
制
度
」
の
円
滑
な
施
行
に

向
け
た
シ
ス
テ
ム
改
修
に
伴
う
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
徴
収
に
必
要
な
経
費
に
よ

る
補
正
で
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総

額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
88
万
円
を
増
額
し
、
予

算
の
総
額
を
４
億
１
８
０
１
万
２
千
円
に

す
る
も
の
で
す
。

■
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
〔
山

加
山
線
舗
装
改
修
工
事
〕（
原
案
可
決
）

　

山
加
山
線
舗
装
改
修
工
事
の
た
め
、
12

月
５
日
に
執
行
し
た
一
般
競
争
入
札
の
結

果
、
１
億
１
１
１
０
万
円
で
「
シ
イ
ナ
・

長
沼
酪
苑
・
Ｍ
・
Ｋ
特
定
建
設
工
事
共
同

企
業
体
　
代
表
者
　
株
式
会
社
シ
イ
ナ
重

建
代
表
取
締
役
　
頓
所
裕
之
氏
」
に
落
札

し
た
の
で
、
同
企
業
体
と
の
間
に
請
負
契

約
を
締
結
す
る
も
の
で
す
。

南恵庭駐屯地モニターの募集について南恵庭駐屯地モニターの募集について

　南恵庭駐屯地では、駐屯地内外で行う訓練研修やイベントを体験していただき、ご意見をいただ

くためモニターを募集します。

※令和７年度は、ヘリ体験搭乗・駐屯地研修・戦車射撃競技会研修などにご参加いただきました。

▶受付期間：１月13日㈫から２月16日㈪まで

▶対象者

・４月１日㈬から令和９年３月31日㈬までの間に行う訓練やイベントなどに参加できる方

・防衛問題や自衛隊に興味がある方

▶結果通知

　採用された方にのみ、３月６日㈮までにお電話でご連絡します。

▶申込・問合先

　南恵庭駐屯地　広報班（〒061-1411　恵庭市恵南63番地　☎0123-32-3101　内線261、204）

陸上自衛隊マスコットキャラクター
陸BOYのタクマくんと陸GIRLのユウちゃん

20 歳になったら国民年金20 歳になったら国民年金
・４月１日㈬から令和９年３月31日㈬までの間に行う訓練やイベントなどに参加できる方

・防衛問題や自衛隊に興味がある方 　国民年金は、国内に住所を有する20歳以上60歳未満の全ての方に加入が義務づけられています。

　20歳になった方へは、おおむね２週間程度で日本年金機構から国民年金に加入したことをお知ら

せします。（既に厚生年金に加入している方には送付されません。）

　なお、厚生年金加入者（第２号被保険者）が20歳になったときは、改めて加入手続きを行う必要は

ありません。

　また、第２号被保険者に扶養されている配偶者の方が20歳になったときは、第３号被保険者とし

て国民年金に加入する必要がありますので、第２号被保険者の勤務先を経由して加入手続きを行っ

てください。

　必要な手続きを行わず、保険料を未納のまま放置すると「老齢年金」だけではなく、万が一の時の

「障害年金」や「遺族年金」も受けられないことがあります。国民年金の加入手続きは忘れずに行い、

きちんと保険料を納めましょう。（保険料の納付が困難な場合は、免除・納付猶予制度などもありま

すのでご相談ください。）
▶問合先：役場国保年金係 （☎76-8013）

　　　　  岩見沢年金事務所（☎0126-22-5804）

ぜひYouTubeで議会の
録 画 映 像 を
ご 覧 く だ さ い

▼


